
 京都市交通局企業職員旅費支給規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和２年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第２２号 

   京都市交通局企業職員旅費支給規程の一部を改正する規程 

 京都市交通局企業職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。 

 第３条中「，日当」を削る。 

 第９条中「公務上の必要または天災その他やむを得ない理由により」を「管理者が」に

改める。 

 第１０条の３及び第１１条を削る。 

 第１２条第１項本文中「宿泊料は，」の右に「宿泊地の属する地方の区分及び」を加え，

同項ただし書中「第１２条の４」を「第１１条の４」に改め，同条第２項中「または」を

「又は」に改め，同条を第１１条とする。 

第１２条の２を第１１条の２とし，第１２条の３を第１１条の３とする。 

第１２条の４中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に改め，同条を第１１条の４

とする。 

第１３条中「または」を「又は」に改め，同条を第１２条とする。 

第１４条を第１３条とする。 

 第１５条中「または」を「又は」に改め，同条を第１４条とする。 

第１６条を第１５条とする。 

第１７条中「この規程」の右に「の」を加え，同条を第１６条とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第１１条関係） 

宿泊料（１日につき） 

甲地方 乙地方 

１３，１００円 １１，４００円 

備考 「甲地方」及び「乙地方」とは，それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律別表第

１ １備考に規定する甲地方及び乙地方という。 

   附 則 



 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 

 

 


